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要  旨

 コロナ禍や物価上昇、ウクライナ危機が日本経済に影響を与える中、2023年10月からインボイス制度

（適格請求書等保存方式）が実施されようとしています。

 消費税の免税業者を取引から排除するインボイス制度は、事業者間の取引慣行を破壊し、免税点制度

を実質的に廃止するものです。

 インボイス制度の導入により、新たに 2,480 億円の消費税収が増えると財務省が試算するように、中

小事業者やフリーランスの事務、税負担の大幅な増加につながります。新たな負担を強いる制度は、コ

ロナ禍から再起を図る事業者の重い足かせとなり、今は何とか持ちこたえている事業者をたちまち廃業

へと追いやります。

 多くの中小企業団体や税理士団体が中止、凍結、延期、見直しを求めています。コロナ禍で地域経済

が疲弊する下、中小事業者の経営危機は深刻であり、インボイス制度に対応できる状況ではありません。

税制で商売を潰すことがあってはなりません。

よって、以下の事項を請願します。

１．消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を国に提出すること。 
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